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令和７年度第２回  

久留米市文化財保存活用地域計画協議会 

 

 

令和８年２月１９日（木） 

１４時００分より 

えーるピア３０１・３０２ 

 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 部長挨拶 

 

３ 久留米市文化財保存活用地域計画の中間見直しについて〔協議〕 

 

４ 筑後川遺産第３号「櫨の道」について〔報告〕 

 

５ 閉会 
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【協議】「久留米市文化財保存活用地域計画」の見直しについて 
 

１． これまでの経過 

令和８年度を始期とする「久留米未来デザイン計画 2035」策定に合わせ、今年度、「久

留米市文化財保存活用地域計画」の中間見直しを行うため、教育長は 10月末に協議会に

対して計画の見直しを諮問した。 

その会議の中で、 

① 現行の地域計画に定めている基本理念や３つの基本方針（地域との協働、保存、活

用）に取り組む必要性は策定時と変わっていないこと 

② 基本方針を実現するための具体的取組も、これまでの達成状況を踏まえたうえで継

続・強化することにより、目標を達成が見込まれること 

から、計画の根幹にあたる部分についてはこれを踏襲し、アクションプラン部分のみを

見直すことが決定された。 

 

２．見直し案 

協議会での決定を踏まえ、今後の計画推進を図っていくため、現計画のアクションプラ

ンを別紙「答申案」のとおり見直すこととしたい。 

見直し後の実施期間については、前回の協議会での意見も踏まえ、「歴史遺産保護に関わ

る人材不足」と「情報発信強化」という２つの課題に優先して取り組んでいくという考え

で、見直しを行った。その２つの課題に対応する項目については、令和８年度以降順次取

り組んでいきたい。 

また、「新たな組織や制度づくり」及び「ハード整備」等の項目については、調整等に時

間を要するため、検討及び準備期間等も含めて、優先順位をつけながら、令和１０年度の

着手を目指して、取り組んでいきたい。 

 

３．特に重点的に取組む事項 

これらの課題に対しては、差しあたり、下記の施策を実施し、重点的に取組んでいく。 

 

（１）歴史遺産保護に関わる人材不足への対応 

〇 子ども向けワークショップの実施 

主に小・中学生を対象に、久留米市内で採取された土器に実際に触れる、また

市内で出土した青銅器をモデルにした鋳造や勾玉づくり、火おこしなどの体験講

座の開催や、久留米市内の遺跡や歴史の紹介など、子どもたちが歴史に興味を持

つきっかけづくりに貢献する。 
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〇 市民活動連絡会議の開催  

歴史遺産の保護団体等が、自ら関わる歴史遺産の保存活用について他団体と情

報交換する場を設けてその後の活動の参考とすることにより、市民主体の歴史遺

産保護を図る。まずは、筑後川遺産登録団体や無形民俗文化財保護団体などの会

議の開催を目指す。 

 

〇 顕彰制度の創設 

現状の市の顕彰制度を確認し、制度が形骸化しないよう注意しながら、真に価

値のある業績を認め、活動のインセンティブとなりうる仕組みを検討する。 

 

（２）情報発信強化への対応 

〇 歴史遺産関連総合情報サイトの構築 

久留米市が有する原始から現代までの膨大な歴史遺産情報をデジタル化し、歴

史遺産活用のあり方の１つとして電子博物館を構築して効率的な文化財の活用法

を示すことにより、新たな歴史ファンの獲得を目指す。 

 

〇 情報発信イベントの実施 

発掘調査の成果を市民へ公開するための現地説明会や体験発掘を実施するとと

もにこれまで「有馬記念館」や「六ツ門図書館展示コーナー」などで行ってきた、

文化財資料展示に加え、出土遺物などを中心に展示する考古資料展を開催するな

ど、市内の歴史遺産の価値や魅力について幅広い分野の情報発信を行う。 

併せて、歴史遺産の保護団体等が情報交換・交流する場を創出する。 



７保地協第４号 

令和８年３月 日 

 

 

久留米市教育委員会 教育長 殿 

 

 

久留米市文化財保存活用地域計画協議会 

会 長  赤 司 善 彦 

 

 

久留米市文化財保存活用地域計画の中間見直しについて（答申）（案） 

 

令和７年１０月２８日付７文財第１６７７号にて諮問された久留米市文化財

保存活用地域計画の中間見直しについて、令和８年２月１９日に久留米市文化

財保存活用地域計画協議会委員に意見を聴取した結果、委員の意見の一致を見

ましたので、下記のとおり、久留米市文化財保存活用地域計画の中間見直しを

答申いたします。 

 

記 

 

１ 答申事項  久留米市文化財保存活用地域計画の中間見直し 
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